
資料７ 

パブリックコメントの実施について（案） 

 

１．目  的：マニフェスト評価書（案）に対する市民意見の聴取  

        

 

２．実施期間：平成25年７月９日（火） ～ ７月22日（月） 

 

３．実施方法：①郵送、Ｅメール、ＦＡＸ又は持参による。  

       ②電話での意見は受け付けない。  

 

４．閲覧場所：①市のホームページへの掲載  

②市庁本館・別館案内、南郷区役所及び政策推進課  

③各市民サービスセンター（10箇所）、各地区公民館（24箇所） 

 

５．関連資料：①マニフェスト評価書（案）  

②意見応募用紙（氏名・住所明記）  

 

６．参考資料：①概要説明資料（経緯・趣旨等）  

②これまでの委員会の会議資料  

 

７．意見の取扱い 

①提出された意見をとりまとめ、ホームページ上で公表する。  

②提出者の氏名（団体名）・住所・電話番号は公表しない。  

③提出された意見に対し、個別の回答は行わない。  

 

８．寄せられた意見の整理方法 

  ①第４回委員会（7/25開催）で、各意見の整理方法を検討・決定する。  

  （整理例） 

   ・趣旨に沿わないもの、意味不明のものを削除する。  

   ・マニフェスト項目等により分類して整理する。  

②整理した意見は、市のホームページに掲載する。  

 


